
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について 

 

県内で新型コロナウイルスによる感染急拡大が心配されています。本校でも陽性者が確認され、複数名

の濃厚接触者が認められており、各学年に広がる傾向が見られます。そのため、中部保健福祉事務所と学

校医に相談の上、町教育委員会の指示により、緊急ではありますが、明日１月 24 日（月）から１月 28日

（金）まで、臨時休業の措置をとり、児童の登校を見合わせることになりました。 

保護者の皆様におかれましては、ご理解いただきまして、ご協力をお願いします。 

 

１．休業期間 

 ・１月２４日（月）～１月２８日（金） 

 

２．休業中の家庭での過ごし方について（土日も含む） 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、次のようなことに気をつけてください。 

・毎日、確実に検温を行う。                ・手洗いやうがいをこまめに行う。 

・１時間に１～２回は部屋の換気をする。       ・規則正しい生活を心がける。 

・不要不急の外出は控える。                        ・友達とは遊ばない。  

・家庭内でも会話の際にマスクを着用するなど感染対策を取る。 

 

３.保健福祉事務所等からの連絡について 

 ・保健福祉事務所と協力し、濃厚接触者の特定を行います。学校や保健福祉事務所から児童の行動履歴

確認などの連絡が入るかもしれません。基準日（症状が出た日など）から２日をさかのぼって、登校

状況や行動状況等により、関連検査（PCR 検査）が実施される場合があります。検査の対象となった

場合は、保健福祉事務所および学校の指示に従ってください。 

  

３．その他 

・学校では感染者等についての偏見や差別、いじめが起こることのないように特に配慮します。各家庭

でも感染者への配慮をお願いします（個別の陽性者に関する情報等の問い合わせにはお答えできま

せん）。 

・放課後児童クラブは 28日（金）まで閉館、児童館は 29 日（土）まで休館いたします。ご了承くださ

い。 

・１月 31日（月）以降は、現在のところ通常通りの予定です。24 日（月）の時間割で準備をお願いし

ます。変更がありましたら、「はなまるメール」でお知らせします。 

・発熱等の症状がありましたら、受診し検査を受けていただきますようお願いいたします。検査を受け

られることになった場合、また検査の結果が出ましたら学校にご連絡ください。夜間や土日等は、三

田川庁舎（５３－１１１１）にご連絡ください。 

 


